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令和３年度答申第６１号 

令和４年１月１７日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第６２号（令和３年１１月２６日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 働き方改革推進支援助成金交付決定取消処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、厚生労働大臣（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、審査

請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）に対してした働き方改革推進支援助

成金（テレワークコース）（以下「本件助成金」という。）を交付する決定

（以下「本件交付決定」という。）について、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金等適正化法」と

いう。）１７条１項の規定に基づき、その全部を取り消す処分（以下「本件交

付決定取消処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として

審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）補助金等適正化法１７条１項は、各省各庁の長は、補助事業者等が、補

助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交

付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁

の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取



2 

 

り消すことができると規定している。 

（２）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」

という。）２９条１項は、政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る

労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、同項各号に掲

げる事業を行うことができると規定し、同項３号は、業務災害の防止に関

する活動に対する援助を図るために必要な事業を掲げるとともに、同条２

項は、同条１項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は厚生労働省

令で定めると規定している。 

労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年労働省令第２２号）３８条

は、労災保険法２９条１項３号に掲げる事業として、働き方改革推進支援

助成金等を支給すると規定し、同施行規則３９条は、働き方改革推進支援

助成金の支給対象となる中小企業事業主の要件を規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件事案の経緯は以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、令和２年５月２９日付けで、処分庁に対し、本件助成金

の交付を申請した。その主な内容は、テレワーク導入に向けた外部専門家

によるコンサルティング、就業規則の変更及びテレワーク用通信機器の導

入で、所要額計１８２万９８８０円のうち国庫補助所要額は１３７万２０

００円（３／４補助、１０００円未満切捨）というものである。 

（働き方改革推進支援助成金交付申請書） 

（２）処分庁は、令和２年９月２５日付けで、上記（１）の申請に対し、補助

金等適正化法６条１項の規定により、助成金１３７万２０００円を交付す

る決定（本件交付決定）をした。 

（働き方改革推進支援助成金交付決定通知書） 

（３）処分庁は、令和３年３月２日付けで、審査請求人に対し、「交付要綱第

１３条第１項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されてい

ないため。」との理由を付して、本件交付決定の全部を取り消す処分（本

件交付決定取消処分）をした。 

（働き方改革推進支援助成金交付決定取消通知書） 

（４）審査請求人は、令和３年３月２４日、審査庁に対し、本件交付決定取消

処分を不服として審査請求をした。 

（審査請求書） 

（５）審査庁は、令和３年１１月２６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄
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却すべきであるとして諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

コロナウイルスの影響により、事務担当従業員の出勤を減らしており、ま

た、対象労働者同意書の作成、改善事業の実施に必要な経費の見積書を徴し

た事業者の納期の遅れ等で時間がかかり、成果目標の評価期間の変更申請が

遅れた。本件助成金の申請は初めてで不慣れながら進めて行く中、コロナ禍

のため相手先事業者の担当者や審査請求人の決裁者との連絡がうまくいかな

いこともあり進捗が遅れた。申請期限や期限の変更書類等の存在を見落とし、

結果的に令和３年３月２３日に申請する運びとなった。現在、テレワークヘ

の取組も基準以上の実績である。 

本件交付決定が取り消されると、かかった経費が審査請求人の事業規模か

らすると非常に重い負担となるため、このコロナ禍の経済状況も踏まえて本

件交付決定取消処分の取消しを嘆願する。 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

厚生労働省労働基準局長及び雇用環境・均等局長から都道府県労働局長宛

て通達「働き方改革推進支援助成金の支給要領の一部改正について」（令和

２年５月１日付け基発０５０１第１号・雇均発０５０１１第１号。以下「本

件支給要領」という。）第３の２（２）アは、「交付要綱第１３条第１項に

定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は、交付要綱

第１６条第１項に定める交付決定を取り消す事由に該当する」と規定してお

り、厚生労働事務次官から都道府県労働局長宛て通達「働き方改革推進支援

助成金の交付要綱の一部改正について」（令和２年５月１日付け厚生労働省

発基０５０１第１号・厚生労働省発雇均０５０１第１号）の「働き方改革推

進支援助成金交付要綱（テレワークコース）」（以下「本件交付要綱」とい

う。）１６条１項は「改善事業主が、法令、本要綱、法令又は本要綱に基づ

く厚生労働大臣の処分又は指示に違反した場合、交付決定の全部を取り消す

ことができる」旨規定している。 

審査請求人から提出期限である令和３年１月１日までに支給申請書等が提

出されていないことは、本件交付要綱１６条１項（１）に該当するので、同

年３月２日付けで本件交付決定取消処分を行ったものであり、本件交付決定

取消処分は違法又は不当なものとはいえず、本件審査請求には理由がないか

ら棄却されるべきである。 
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なお、審理員は、その意見書において、以上と同旨の理由を述べた上で、

本件交付決定の通知書には、助成事業主は、補助金等適正化法、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、

本件交付要綱及び本件支給要領の定めるところに従う旨の記載があり、処分

庁は、審査請求人が本件交付要綱に違反したことから、補助金等適正化法１

７条１項の「補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附し

た条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補

助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」に該当する

と判断したもので、本件交付決定取消処分は妥当であるとするとともに、当

審査会の答申を引用した上で、提出期限を徒過した助成事業主に例外を認め

ると国の施策の斉一性及び公平性を欠くこと等から、本件交付決定によって

成立した法律関係を維持しなければならない特段の事情は見受けられないと

している。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、令和３年１１月２６日、審査庁から諮問を受け、同年１２月

２３日及び令和４年１月１３日の計２回、調査審議をした。 

また、審査請求人から、令和３年１２月１５日、資料の提出を受け、審査

庁から、同月２０日、主張書面及び資料の提出を受けた。 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）一件記録によれば、本件審査請求の受付から本件諮問までに約８か月を

要しており、このうち、審査請求書の受付（令和３年３月２４日）から審

理員の指名（同年８月１２日）までに約４か月半を要している。審査庁に

おいては、審理手続の迅速化について、簡易迅速な手続の下で国民の権利

利益の救済を図るという行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の目

的（１条１項参照）を踏まえ、審査請求事件の進行管理を改善する必要が

ある。 

（２）上記（１）で指摘した点以外では、一件記録によれば、本件諮問に至る

までの一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件交付決定取消処分の適法性及び妥当性について 

（１）処分庁は、本件交付要綱１３条１項に定める期限までに不備のない支給

申請書等が提出されていないことを理由（働き方改革推進支援助成金交付

決定取消通知書）として、本件交付決定取消処分をした。 

本件交付要綱１３条１項に定める期限とは、同項において、改善事業を
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完了した日（本件支給要領第３の２（１）において、成果目標の評価期間

を経過した日とされている。）から起算して１か月を経過した日又は交付

決定を受けた日の属する年度の３月１日のいずれか早い日とされている。

審査請求人の「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」及び本件交付決

定の通知書によれば、成果目標の評価期間は「令和２年１１月１日から１

か月」であるから、本件の場合、令和３年１月１日が本件交付要綱１３条

１項に定める期限と算定され、期限までに支給請求書等が提出されていな

いことについて審査関係人の間で争いはない。 

そして、本件交付決定の通知書には、助成事業主は本件交付要綱等の定

めるところに従う旨の記載があるところ、これは、補助金等適正化法７条

３項の規定に基づき交付の目的を達するために必要な条件として本件交付

決定に附されたものということができる。そうすると、審査請求人は、期

限までに支給申請書等を提出しなければならない旨の本件交付要綱１３条

１項の定めに反したので、本件交付決定に附された条件に違反したものと

して、本件交付決定取消処分がされたものと解される。 

（２）補助金等適正化法は、補助事業者等に、法令、補助金等の交付の決定の

内容、これに附した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業

等を行う義務を課す（１１条１項）一方、各省各庁の長に、補助金等が法

令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努め

なければならないとの責務を課し（３条１項）、補助事業者等に対する、

事業遂行状況報告の求め（１２条）、事業遂行等の命令（１３条）、事業

完了時の実績報告後における是正措置命令（１６条１項）をなし得る権限

を与えている。 

その上で、補助金等適正化法１７条１項は、補助事業者等が補助金等の

交付の決定の内容、これに附した条件等に違反した場合、補助金等の交付

の決定を取り消すことができると規定するが、交付決定の取消しは、それ

が安易にされてしまうと交付決定によって成立した法律関係及び補助事業

者等の信頼が害されることになるから、形式的に補助事業者等に違反行為

があるというだけで直ちにすることができると解すべきではなく、補助の

目的、義務違反の内容及び程度、義務違反が補助の目的を害する程度、交

付決定の取消し以外の方法で義務違反を是正する方法の有無等を総合的に

判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反であると認められる場合に

することができると解するのが相当である。 
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これを本件についてみると、本件交付要綱１３条１項によれば、支給申

請書等の提出期限は、改善事業を完了した日から起算して１か月を経過し

た日（上記（１）のとおり本件では令和３年１月１日となる。）又は同年

３月１日のいずれか早い日であり、また、本件交付要綱８条によれば、本

件助成金の事業実施期間の末日は同年２月１５日である。同年１月１日ま

でに支給申請書等が提出されない場合、本件交付決定をした（すなわち、

本件助成金を審査請求人に交付すべきものと認めた）処分庁としては、補

助金等適正化法３条１項により負う責務を果たし、事業が適切に実施され

ることを確保する観点から、提出期限経過後の一定の時期や、同年２月１

５日、同年３月１日といった期日の到来を捉まえるなどして、上述のよう

な補助金等適正化法上とり得る措置を講ずることが求められているという

べきである。しかし、処分庁が審査請求人に対して何らかの措置を講じた

ことをうかがわせる資料は見当たらず、審理員及び審査庁においても、本

件交付決定取消処分に至るまでの処分庁の対応状況について、補助金等適

正化法の規定と照らして精査したことをうかがわせる資料は見当たらない。 

そうすると、処分庁は、交付決定の取消しという最も重い処分を選択す

るに当たって、補助金等適正化法の規定に照らして交付決定の取消しに至

るまでにとり得る措置を講じ、未提出となっている支給申請書等を提出さ

せて事業を完遂させ本件交付決定に係る助成の目的の達成状況を確認する

こともなく、形式的に、審査請求人に期限までに支給申請書等を提出しな

かったという本件交付要綱の定めに反する行為があると認定したことだけ

をもって、本件交付決定に附した条件に違反したとして直ちに本件交付決

定取消処分に及んだと評価するほかない。 

そして、審査庁（審理員）においても、上記で検討してきた点について、

何ら説明することなく本件諮問に至った（諮問説明書、審理員意見書）ので

あるから、本件交付決定取消処分を行うことが適法かつ妥当であったかにつ

いて検討を尽くしていないといわざるを得ず、このような審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

なお、審査請求人は、支給申請書等を令和３年３月２３日取扱いの特定

記録郵便により郵送して提出した旨主張する一方、処分庁は、支給申請書

等は提出されていない旨主張する。当審査会において双方に確認したとこ

ろ、審査請求人からは、提出したとする支給申請書等の写しは当審査会に

提出されず、処分庁からは、上記特定記録郵便により郵送されたのは審査
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請求書のみである旨の回答があった。本件交付決定に係る助成の目的の達

成状況を確認することができる支給申請書等の提出の有無について双方の

主張が異なる場合には、審理手続において事実関係を明らかにする必要が

あったというべきであるが、それをうかがわせる資料は見当たらない。今

後審理手続の的確な遂行が望まれる。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問に

係る審査庁の判断は、妥当とはいえない。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第３部会 

委   員   三   宅   俊   光 

委   員   佐   脇   敦   子 

委   員   中   原   茂   樹 
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